
 

綾瀬市空家等対策計画改定（案） 

に対する意見募集（パブリックコメント手続） 
 

１ 意見を募集する趣旨 

綾瀬市空家等対策計画改定（案）を策定しましたので、市民の皆様からの御意見

を募集します。 

  

２ 綾瀬市空家等対策計画改定（案）の概要 

 (1) 計画の背景と位置づけ 

本計画は、平成２７年度に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法第

７条の規定に基づき、本市における空家等に関する基本的な対策を総合的かつ計

画的に推進するため定めるものであり、当初計画は平成２９年度に策定し、各種

施策を推進してきました。 

しかし、法の施行後も、全国的に空家等の数は増加し続けており、各市町村は

それまでの取組をさらに円滑化するだけでなく、空家等が周囲に悪影響を及ぼす

こととなる前の段階から所有者等による空家等の活用や適切な管理を確保するこ

とが求められていました。 

そうしたことから、国においては令和５年度に「空家等対策の推進に関する特

別措置法の一部を改正する法律」を施行し、空家等対策をより強力に推進するた

め、空家等の「活用拡大」、「管理の確保」及び「除却等」を柱とした新たな方針

を示しました。 

このような国や県等に係る動向、本市をとりまく様々な状況の変化等を踏まえ、

より効果的に空家等対策を推進するため本計画を改定するものです。 

 

 (2) 計画の期間 

   令和８年度から令和１７年度までの１０年間とします。 

 

 (3) 本計画の特徴 

   基本理念を「安全・安心な住環境の形成につなぐ総合的な空家等対策の推進」

とし、以下の３つを基本方針とします 

  ア 空き家の発生を防ぐため、 空き家になる前の早期段階から働きかけを行うな 

ど、必要な措置を講じます。 

イ 空き家の所有者等に対し、売却・ 利活用に係る情報を周知するなど働きかけ

ます。併せて、所有者が積極的に流通・利活用を行えるよう支援策の充実・

相談先の整備を推進します 

ウ 管理が不十分な状態の空き家に対して、法に基づいた適切な措置を行います。

また、適正な管理を行うことの重要性について、所有者等の意識醸成や理解

増進を図ります。 



 

３ 綾瀬市空家等対策計画改定（案）の閲覧場所 

(1) 市役所都市計画課（市役所５階） 

(2) 市役所行政資料コーナー（市役所１階） 

(3) 市役所情報公開コーナー（市役所２階） 

(4) 市ホームページ 

(5) 中央公民館、中村地区センター、綾南地区センター、 

北の台コミュニティプラザ 

(6) 寺尾いずみ会館、南部ふれあい会館 

(7) 保健福祉プラザ、綾北福祉会館 

 

４ 意見募集期間 

  令和８年５月８日（金曜日）から令和８年６月１０日（水曜日）まで 

 

５ 意見を提出できる方 

(1) 市内に住所を有する方 

(2) 市内に事務所又は事業所を有する方 

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方 

(4) 市内に存する学校に在学する方 

(5) 本市に対して納税義務を有する方 

 

６ 意見の提出方法 

 次のいずれかの方法により、都市計画課まで御提出ください。 

(1) 直接提出 綾瀬市役所都市計画課窓口（市役所５階） 

(2) 郵送① 備え付けの返信用封筒で郵送 

郵送② 〒２５２－１１９２（住所不要）綾瀬市役所都市計画課 宛 

（６月１０日消印まで有効） 

(3) ファックス ０４６７－７０－５７０３ 綾瀬市役所都市計画課 宛 

(4) 電子メール wm.705625@city.ayase.kanagawa.jp 

 

７ 意見提出様式 

意見提出様式は、閲覧場所に備え付けの様式を使用するか、又は市ホームページ

からダウンロードができます。 

また、任意の用紙によって御意見を提出することもできます。なお、この場合に

あっては、「氏名」、「住所」、「電話番号（メールアドレス）」、「意見提出者の区分（市

内在住、在勤、在学、事務所等を有するもの、納税義務を有するもの）」、「政策等の

名称」、「意見」を御記入の上、御提出ください。 

 

 



 

８ 意見の取扱い及び公表について  

(1) 皆様からいただいた御意見は、内容ごとに整理を行い、その内容と御意見に対

する市の考え方について、都市計画課、行政資料コーナー、情報公開コーナーで

の閲覧及び市ホームページへの掲載により公表します。 

(2) 御意見に基づき修正を行ったときは、修正内容も公表します。 

(3) 意見を御提出された方の氏名、住所等は公表しません。 

(4) 個々の御意見に対して、直接個別の回答はいたしませんので、御了承ください。 

(5) 御提出いただいた用紙、原稿等は返却できませんので、御了承ください。 

 


